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災害に強いマンションが増加

大阪市と荒川区で制度化

　マンションを防災拠点にする動きが具体化して

います。大阪市は、防災性の向上と災害に強い良

質なマンションの整備を誘導するため、ハード・

ソフト両面で防災力が強化されたマンションを「防

災力強化マンション」として認定する制度を昨年

度創設し、現在までに５棟が竣工しています。認

定条件は、耐震性や耐火性など建物の安全性に関

する基準に適合することに加え、被災時の生活維

持に求められる設備・施設等の整備、住民による

日常的な防災活動等の実施などです。９月に竣

工したマンションは、共用施設としてマンホール

トイレやかまどベンチ、造水機などが備えられて

いる他、各住戸に設置された貯湯式給湯器内の水

を断水時に利用することができます。

　荒川区は今年度から災害時に地域住民を助ける

設備を持つマンションやビルを「災害時地域貢献

優良建築物」と認定し、防災機材の購入費を助成

する事業を始めました。まだ、認定を受けたマンショ

ンはないようですが、相談等は寄せられていると

のことです。

高層ビルの＜避難所構想＞も具体化

マンションの出足はやや遅い

　津波避難ビルとして民間の高層建物を利用した

いと考える自治体も増えています。江東区や平塚

市などが具体的な取り組みを進め、江東区では９

月に社屋等を一時避難場所として利用できる協定

を４社と結びました。平塚市は避難ビルを公募し

たところビル所有者１社が応募、やはり９月に市

役所と地元自治会との間で協定を結びました。

　どちらの区・市ともマンションも避難所として

利用したい意向ですが、現在のところマンション

の管理組合との間では、こうした取り組みに向け

た話し合いはまだ進んでいないようです。管理組

合でこうした取り組みを実施するためには理事会

の判断だけでなく、総会決議も必要なため、手続

きに時間がかかるというマンション特有の事情も

あります。多くの区分所有者の合意を得るまでに、

ある程度時間がかかることを前提に取り組むこと

が必要です。


